
 

 京都市上下水道局職員服務規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和５年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第２３号 

   京都市上下水道局職員服務規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局職員服務規程の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（出勤簿） 

第１１条 所属長（京都市上下水道局組織

及び事務処理規程第１条第１項に規定

される室又は課に置かれる室長又は課

長及び同条第２項から第５項までに規

定される事業所（水質管理センター、

水道管路管理センター及び鳥羽水環境

保全センターを除く。）に置かれる所

長又は場長）は、その者及びその者に

準じる者並びに所属職員に係る出勤簿

を備えておかなければならない。 

２ 水質管理センター、水道管路管理セン

ター及び鳥羽水環境保全センターにお

いては、課長又は支所長がその者及び

その者に準じる者並びに所属職員に係

る出勤簿を備えておかなければならな

い。 

３ 部長、水質管理センター所長、水道管

路管理センター所長及び鳥羽水環境保

全センター所長の出勤簿は当該職員の

属する部又はセンターの庶務を担当す

る課長が、担当部長及び部に置かれる

（出勤等の記録） 

第１１条 職員は、勤務開始時刻までに出

勤し、別に定める方法により、自ら出勤

した時刻及び退勤する時刻を記録しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 



 

担当課長の出勤簿は当該職員の属する

部の庶務を担当する課長又は別に定め

る者が備えておかなければならない。 

４ 前３項の規定により出勤簿を備えるこ

ととされている職員以外の職員に係る

出勤簿は、総務課長が備えておかなけ

ればならない。 

５ 職員は、勤務開始時刻までに出勤し、

自ら出勤簿に押印しなければならない。 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（上下水道局総務部職員課） 


